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「継続雇用等をめぐる高齢者就業の現状と課題」 
(労働政策研究報告書No.120) 

 

◎研究目的 

○JILPTプロジェクト研究「人口減少下における全員参加型社会の在り方に関する調査研究」

サブ研究「高齢者の就労促進に関する研究」(平成 19年度～)の 2期目の研究 

 

・団塊の世代が 2007年より 60歳を迎え、定年到達者が大幅に増える等、高齢者の能力を活

用するための取り組みを早急に進める必要がある。そこで、本研究では、企業の 60 歳台前

半の雇用の状況、65歳より先の雇用確保等に関する「高齢者の雇用・採用に関する調査」を

実施し、同調査の分析により高齢者の就業促進のための課題を探るとともに、高齢者の就業

形態選択、健康と就業決定の関係に関し既存調査の再分析を行う他、欧州諸国の近年の高齢

者就業の現状・政策を概観し、高齢者が意欲と能力があれば、年齢にかかわりなく働けるよ

うな環境整備の在り方についての検討を行った。 
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○報告書の構成 

序章 調査研究の概要と本研究の含意 

＜企業調査「高齢者の雇用・採用に関する調査」(2008年)の分析＞ 

第１章 企業における高齢者雇用の年齢制限の決定要因－年功賃金の影響を含む実証分析 

第２章 60歳以前の雇用管理が 60歳以降の継続雇用に与える影響  

－賃金プロファイルの形状および労働組合の存在－ 

第３章 60歳定年以降の就業希望と就業実現の間にある壁－企業が抱える課題の分析－ 

第４章 在職老齢年金、高年齢雇用継続給付が企業の継続雇用者賃金決定に及ぼす影響 

第５章 65歳より先の継続雇用に向けた企業の取組み 

第６章 継続雇用制度の導入は企業の評価につながるか 

＜高齢者の就業実態に関する分析（既存統計調査の個票再分析)＞ 

第７章 60歳代高齢者における就業形態の選択の決定要因 

－職業経歴の要因を含む実証分析 

第８章 健康要因から見た高年齢者就業の実態 

－昭和 55～平成 16年の高年齢者就業実態調査から－ 

第９章 中高年者縦断調査を用いた中高年の就労決定に関する予備的考察 

＜欧州諸国の高齢者就業の現状と対策の概観＞ 

第 10章 欧州における高齢者雇用就業の現状と日本  

－本格的な高齢社会の到来に見合った総合的かつ強力な政策展開を－ 

 

◎主な分析結果からの示唆 

○高齢者雇用の促進は、賃金・人事制度の在り方が非常に重要。高齢者の就業ニーズ等も踏

まえ適切な制度の設計・運用が求められる 

・定年年齢や継続雇用上限年齢の 61 歳以上への引き上げ等を図る上で、年齢的要素を重視

する賃金・人事制度の見直しが示唆されるが、年功的要素を全くなくすのではなく、高齢者

のモチべーションや生活の安定等に配慮する必要。継続雇用を進める際も、賃金は大幅な調

整や過度に差をつけるべきでなく、高齢者の就業の実態や生活等を考慮する必要。 

  

○高齢者雇用の推進は、高齢者の「戦力化」が重要 

・高齢者の職業能力、高齢者の能力の適切な把握・評価・活用が重要。職業能力は仕事経験

の上に培われる。高齢期になる前の働き方や能力開発機会の整備が重要。  

 

○50 歳代の雇用保障、高齢者の中途採用、65 歳より先の雇用確保等高齢者の活用を図って

いる企業は、高齢者の戦力化が進み、高齢者の就業意欲も高いと見られる。 

→結果的に賃金も高く、高齢者の雇用も進んでいるものと考えられる 



 

○60 歳以降の高齢者の雇用・就業決定は、60 歳になるまでの働き方・職業キャリアが影響

→企業の長期的視点に立った人事管理、人材育成、長い職業生涯を見据えた生活設計機会の

提供や労働者のキャリア形成が重要。  

 

○定年、年金等制度が高齢者就業に影響 

・定年制度は継続雇用制度も含めた影響が重要。 

・年金の就業抑制効果は長期的には弱くなっている（2004年は 2000年よりは影響度大）。 

・公的給付(在職老齢年金、高年齢雇用継続給付)は、就業抑制効果見られず、企業への雇用

補助金効果有り 

・企業年金の影響に注目する必要(就業継続への抑制効果、退職給付債務の問題)。  

 

○高齢者の就業には健康要因が影響し、精神的な健康も影響を与える可能性も示唆。  

 

○継続雇用の現状と課題→企業も高齢者の本格的活用、戦力化が求められる 

(65歳までの雇用確保措置) 

・65歳までの雇用確保措置は継続雇用制度で基準に適合した者を対象という対応が中心（企

業のリスクを避ける戦略も）、継続雇用の質的課題（賃金、処遇等） 

(65歳より先の雇用確保) 

・65歳より先の雇用確保については多くの企業は実施も検討も行っていない。 

・65歳より先の高齢者の雇用確保措置を行っている企業も企業の実情に応じた仕組みでの対

応。「戦力となる高齢者」へのアド・ホック的な対応。 

・高齢者の就業ニーズ・能力・体力が多様→65歳までの雇用とは企業の対応等に違いがある

と推察される。企業も多様な雇用・就業形態を活用。 

 

※企業戦略と高齢者雇用、労使の高齢者雇用への取組状況等の一層の情報収集、分析が必要

（労働組合の高齢者就業への影響が示唆される結果もみられた）、高齢者のニーズ把握も重要 

 

○高齢者就業支援策の課題等 

・今後の雇用確保措置の整備の在り方、就業意欲を阻害しない制度設計、職業能力開発への

支援、就業可能な環境整備、キャリア形成支援や健康対策等 

・欧州諸国の経験から、労働（適応)能力と労働の質を高める政策、総合政策(社会保障と労

働政策（若年・女性も含む）等の総合展開）の重要性 

・高齢者の就業にはマクロ経済（需要）要因も影響しており、マクロ経済政策も重要  

 



◎企業調査分析結果の概要 

「第１章 企業における高齢者雇用の年齢制限の決定要因 

－年功賃金の影響を含む実証析」(清家・馬論文) 

(目的)賃金カーブが企業の定年年齢の設定、企業における継続雇用の上限年齢の設定に与え

る影響に関してセレクション・バイアス及び内生性の問題を考慮した計量分析 

(主な分析結果)   定年の上限年齢に関する分析（企業規模計） 

      

企業規模別の結果(賃金カーブ１の係数)・・各規模有意 

・1～99人企業-4.814(**) ・10～299人企業 -5.080(**) ・300人以上-2.785(+) . 

　　　賃金カーブ1

推定係数 t値

賃金カーブ -4.232 ** -5.85

55歳時賃金と生産性の関係（賃金＞生産性）

賃金＝生産性 0.074 0.87

賃金＜生産性 0.052 0.55

初任給 1.613 ** 6.30

平均労働時間 0.006 1.32

産業（製造業）

建設業 0.487 ** 2.83

卸売・小売業 0.170 1.51

サービス業 0.267 * 2.43

その他の産業 0.077 0.76

企業規模（1～99人）

100～299人 -0.012 -0.15

300人以上 0.243 * 1.99

組合 0.132 1.41

平均年齢 -0.011 -1.12

平均勤続年数 0.014 1.58

正規社員割合 0.270 1.36

女性割合 0.060 0.21

従業員の主な学歴（大卒以外）

大学 0.888 ** 4.18

セミナー・説明会ありダミー -0.172 ＋ -1.73

研修ありダミー 0.054 0.34

転籍制度ありダミー -0.172 -0.63

早期退職優遇制度ダミー 0.040 0.25

独立開業支援のための取組み 0.430 0.79

転職支援のための取組み -0.228 -0.50

地域 あり

セレクション調整項 19.250 * 1.96

定数項 52.383 ** 17.99

サンプルサイズ 1466

自由度調整済み決定係数 0.0802

出所：JILPT2008年『高齢者の雇用・採用に関する調査』

注：1)＋,*,**はそれぞれ有意水準10％、5％、1％を示す。

　　2）賃金カーブ１は、毎年賃金上昇額の推定値。

　　3）地域を推定したが、掲載で省略している。



継続雇用の上限年齢に関する分析結果（企業規模計） 

     
企業規模別の結果(賃金カーブ１の係数)・・300人以上のみ有意  

・1～99人企業 0.946  ・10～299人企業 -2.084 ・300人以上-5.404(+) . 

(主な結果) 

・賃金カーブが急になるほど定年年齢と継続雇用の上限年齢が低くなる 

・企業規模ごとに賃金カーブが高齢者雇用に与える影響は異なる・・300人以上企業 

・賃金カーブ以外の要因も定年年齢、継続雇用の上限年齢に影響 

　賃金カーブ１

推定係数 ｔ値

賃金カーブ -2.045 * -2.24

55歳時賃金と生産性の関係（賃金＞生産性）

賃金＝生産性 0.174 * 2.40

賃金＜生産性 -0.038 -0.47

初任給 0.201 0.43

平均労働時間 -0.003 -0.65

産業（製造業）

建設業 0.241 1.23

卸売・小売業 0.238 * 2.25

サービス業 0.202 * 2.19

その他の産業 0.112 1.28

企業規模（1～99人）

100～299人 0.321 ** 3.49

300人以上 0.419 ** 3.38

組合 0.085 1.14

平均年齢 0.012 1.11

平均勤続年数 0.006 0.82

正規社員割合 0.431 ** 2.66

女性割合 -0.145 -0.64

主な学歴（大卒以外）

大学 0.523 ** 2.64

セミナー・説明会ありダミー -0.084 -1.09

研修ありダミー 0.051 0.41

転籍制度ありダミー 0.075 0.37

早期退職優遇制度ダミー -0.028 -0.23

独立開業支援のための取組み 0.141 0.31

転職支援のための取組み -0.241 ** -0.68

地域 あり

定数項 64.049 ** 44.72

セレクション調整項

セレクション調整項1 -5.928 -1.33

セレクション調整項2 6.499 ** 2.73

標本数 1348

自由度調整済み決定係数 0.068

出所：JILPT2008年『高齢者の雇用・採用に関する調査』

注：1)＋,*,**はそれぞれ有意水準10％、5％、1％を示す。

　　2）賃金カーブ１は、毎年賃金上昇額の推定値。

　　3）地域を推定したが、掲載で省略している。



「第２章 60歳以前の雇用管理が60歳以降の継続雇用に与える影響 

－賃金プロファイルの形状および労働組合の存在－」(山田論文) 

(目的)高年齢者の継続雇用と賃金の年功度（賃金プロファイル）との関係、高年齢者の継続

雇用と賃金水準の下げ幅および公的給付利用との関係、高年齢者の継続雇用と正社員に対す

る労働需要との関係、高年齢者の継続雇用と 60 歳までの雇用管理との関係、高年齢者の継

続雇用と労働組合との関係を中心に分析 

(主な分析結果) 

60歳以上従業員の公的給付の受給者有無及び支給額変更時の対応 

 
 

61歳以上定年設定に関するProbit推計 

 
注： ***、**、* はそれぞれ1％、5％、10％水準で有意であることを示す。正社員の最多学歴ダミーの基準は「高校」、産業

ダミーの基準は、「製造業」である。 

 

(%) 在職老齢年金
高年齢雇用
継続給付

受給者の有無
あり 58.7 60.3
なし 41.3 39.7
支給額が変更された場合の対応
支給額の減少に見合う賃金引上げ 2.1 3.2
支給額の増加に見合う賃金引下げ 5.5 3.7
賃金は変更しない 55.7 57.5
わからない 34.8 34.2
その他 1.9 1.5

被説明変数 推計式　(1)
定年年齢61歳以上(=1) dF/dx [Std. Err.]
説明変数
平均賃金（ln） 0.052 [0.040 ]
賃金上昇倍率（最大値基準） -0.063 [0.016 ] ***

55歳以前の賃金低下の有無 -0.008 [0.017 ]
正社員の最多学歴（大学） -0.043 [0.018 ] **

正社員の最多学歴（その他） 0.030 [0.031 ]
従業員に占める非正社員比率 0.015 [0.034 ]
正社員に占める55～59歳比率 0.206 [0.070 ] ***

正社員数の増加率 0.111 [0.064 ] *

50歳正社員の10年間残存率(ln) 0.001 [0.001 ]
従業員規模 0.000 [0.000 ]
労働組合の存在 -0.038 [0.017 ] **

賃金＝生産性の期間比率 -0.010 [0.031 ]
産業：建設業 0.065 [0.034 ] **

産業：運輸業 0.105 [0.040 ] ***

産業：卸売・小売業 -0.039 [0.022 ]
産業：金融・保険・不動産業 -0.055 [0.055 ]
産業：サービス業 0.106 [0.029 ] ***

産業：その他 0.006 [0.030 ]
Log likelihood -629.591

Pseudo R2 0.086
obs. P. 0.130
pred. P. 0.110

N 1780



継続雇用率に関するOLS推計 

 
注： ***、**、* はそれぞれ1％、5％、10％水準で有意であることを示す。正社員の最多学歴ダミーの基準は「高校」、産業

ダミーの基準は、「製造業」である。 

 

（主な結果） 

・賃金プロファイルがより緩やかな企業ほど定年延長確率が高く、賃金プロファイルを定年

到達前に修正している企業では、継続雇用率は高い傾向にある。 

・継続雇用時の賃金引下げ幅が大きいと継続雇用率が下がる。 

・欠損値が多いため留保が必要な結果ではあるが、公的給付の企業への帰着の可能性は仮想

的質問に基づく限り低いが、企業年金を継続雇用時の年収保障に組み込むと継続雇用率が下

がる傾向にある。 

・労働組合のある企業では定年年齢延長確率も継続雇用率も下がる傾向にある。労働組合の

ある企業の場合、継続雇用者の選別の基準を設けている傾向が強く、その基準も業績評価等

客観的なものが多い。・・今後更に検討が必要な課題 

 

 

 

 

被説明変数 推計式　(2) 推計式　(3)
60歳以上の継続雇用率（ln） Coef. [Std. Err.] Coef. [Std. Err.]
説明変数
平均賃金（ln） -1.220 [1.092 ] 0.546 [1.394 ]
賃金上昇倍率（最大値基準） 0.922 [0.398 ] ** 0.410 [0.485 ]
60歳前後の推計賃金下落率 -3.402 [1.053 ] *** -1.522 [1.342 ]
55歳以前の賃金低下の有無 0.701 [0.423 ] * 0.677 [0.535 ]
正社員の最多学歴（大学） 0.061 [0.493 ] -0.305 [0.621 ]
正社員の最多学歴（その他） -0.267 [0.758 ] -0.658 [1.011 ]
従業員に占める非正社員比率 1.741 [0.912 ] * 2.033 [1.171 ] *

正社員に占める55～59歳比率 -2.905 [2.000 ] -2.218 [2.404 ]
労働組合の存在 -1.567 [0.445 ] *** -1.598 [0.572 ] ***

正社員数の増加率 4.043 [1.583 ] ** 5.479 [1.994 ] ***

賃金＝生産性の期間比率 0.413 [0.788 ] 0.192 [0.973 ]
60歳台前半の企業内賃金格差 -0.002 [0.001 ] ** -0.002 [0.001 ]
50歳正社員の10年間残存率(ln) 0.231 [0.032 ] *** 0.221 [0.040 ] ***

従業員規模 0.000 [0.000 ] ** 0.000 [0.000 ]
産業：建設業 0.414 [0.650 ] 1.040 [0.806 ]
産業：運輸業 2.104 [0.723 ] *** 2.095 [0.966 ] **

産業：卸売・小売業 0.641 [0.562 ] 1.245 [0.690 ] *

産業：金融・保険・不動産業 -1.815 [1.478 ] -1.856 [1.733 ]
産業：サービス業 0.884 [0.567 ] 1.393 [0.730 ] *

産業：その他 0.909 [0.750 ] 0.878 [0.916 ]
高年齢雇用継続給付推計値（万円） -0.168 [0.117 ]
在職老齢年金推計値（万円） 0.031 [0.045 ]
企業年金推計値（万円） -0.190 [0.094 ] **

定数項 20.103 [13.14 ] -1.438 [16.82 ]
F value 7.180 *** 4.350 ***

Adj. R2 0.098 0.095
N 1138 734



「第３章 60歳定年以降の就業希望と就業実現の間にある壁－企業が抱える課題の分析－」 

(高木論文) 

(目的)①雇用保障が強い企業（50歳正社員が 60歳に到達する比率が 100％）、②60歳定年以

降の就業希望者(継続雇用希望)が多い企業、③60歳以上雇用比率が高い企業、④雇用保障が

強く就業希望が多い企業で 60歳以上の雇用比率が高い企業の特徴を明らかにした。 

※現在主流の 60歳定年制で継続雇用制度がある企業についての分析 

(主な結果) 

・雇用保障が強い企業、年功的要素の賃金体系の企業で 60歳定年以降の就業希望多い 

・高齢者の中途採用、60代後半の雇用確保措置が 60歳以上雇用比率にプラス、労働組合・

労使協議機関が定年以降の就業希望にマイナス 

・６0歳到達前の人事管理が 60歳以降の雇用･不雇用の決定で重要→高年齢者雇用の促進の

ため、企業は長期的視点で人材育成を行い、従業員に人生設計を促す機会の提供が必要、従

業員一人一人の心理やキャリア全体に目配りをした人的資源マネジメントが求められる 

 

(主な分析結果) 

雇用保障の強度と就業希望・就業実現の程度に関する結果 

 
60歳以降の就業希望者が 

80％以上の企業 

就業希望者が雇用継続される

確率が100％の企業 

最終的な60歳以上雇用比率 

が高い企業 

就業希望80％以上 

雇用継続確率100％の企業  

60歳までの 

雇用保障の強度 
強い 

多い（74.8％） 多い（74.2％） 

多い（49.4％） 

定年到達者が多く、 

就業希望者も多く、 

就業実現確率も高い 

中程度 

中程度（62.2％） 中程度（59.1％） 

中程度（35.2％） 

定年到達者数も、 

就業希望者数も、 

就業実現確率も中程度 

弱い 

少ない（55.4％） 多い（74.5％） 

少ない（23.0％） 

厳選された少数の定年到達者、 

しかし就業希望は少ない、 

就業実現確率は高い 

 

雇用保障が強い場合 

 
 

自己選別の 
始動（圧力） 

就業希望を 
企業側へ表明 

雇用継続の実現 

＋ 

－ 

雇用保障の強さは 
選別の圧力を弱める 

＋ 

実現可能性が 
高いことを確信 

雇用保障の強度 

企業による雇用継続者の

選別の圧力 

－ 

＋ 

＋ 

雇用保障の強さは 
企業による選別の圧力も弱める 



分析結果の要約 

 

  〔１〕 〔２〕 〔３〕 〔４〕 

 
雇用保障の強度
＝強い 

就業希望者の  
状況＝多い 

６０歳以上雇用  
比率＝高い 

６０歳以上雇用  
比率＝高い 

  

サンプル：    

60歳定年制企業

サンプル：    

60歳定年制企業

サンプル：    

60歳定年制企業 

サンプル：    

「６０歳定年制、  

雇用保障：強、   

就業希望：多」企業

６０歳以降の雇用 雇用継続制度適用基準＝職務能力  －   
  就業形態：正社員 ＋ ＋   
  賃金決定基準＝会社賃金 ＋    
  賃金決定基準＝公的資金 ＋    
  賃金決定基準＝市場賃金     
  雇用継続後の賃金指数 － ＋   
  在職老齢年金受給社員＝いる  ＋   
  高年齢雇用継続給付受給者＝いる ＋    
  就業希望者の状況＝多い ＋ ――― ＋ ――― 
高年齢者雇用 雇用継続上の配慮＝本人の希望  ＋   
での工夫と問題 雇用継続上の配慮＝技能ノウハウの継承  ＋   
  雇用継続上の課題＝仕事確保   －  
  雇用継続上の課題＝子会社等での雇用確保   －  
  雇用継続上の課題＝活用ノウハウの蓄積 －  －  
  雇用継続上の課題＝管理職の扱い ＋    
人事管理 65歳以上雇用＝実施  ＋ ＋ ＋ 
  生涯生活設計セミナーや説明会＝実施    ＋ 
  転籍・早期退職・転職・独立支援制度＝実施 －  －  
  55歳以上の中途採用＝実施   ＋ ＋ 
  50歳時の賃金指数 ＋ ＋   
  雇用保障の強度＝強い ――― ＋  ――― 
企業属性 創業年数    ＋ 
  従業員数     
  平均年齢 － ＋ ＋ ＋ 
  勤続年数 ＋ － －  
  人員構成最多層：大卒男子   － － 
  従業員数の変化＝増加 ＋ ＋   
  労働組合・労使協議機関＝ある  －   
  産業：情報通信業、金融・保険業、不動産業   ＋  
  産業：運輸業  ＋  ＋ 
  産業：サービス業 －  ＋ ＋ 
  産業：その他   ＋ ＋ 
  所在地：北海道・東北地方   － － 
  所在地：中部地方    － 
  所在地：近畿地方    － 
  所在地：中国・四国・九州地方   － － 
      
注） 表中の「―――」は、変数が設定されていないことを意味する。 
  
雇用継続に影響を与える新たな変数 

 

 

 

 

 

自己選別の 
始動（圧力） 

就業希望を 
企業側へ表明 － 

雇用保障の強さは 
選別の圧力を弱める 

＋ 

実現可能性が 
高いことを確信 ＋ 

雇用保障の強さは 
企業による選別の圧力も弱める 

＋ 

企業による雇用継続者の

選別の圧力 

－ 

＋ 

雇用関係の硬直化の可能性 

年功賃金の維持 ＋ 

－ 

雇用保障の強度 

＋ 

＋ 

・働くということに対する肯定的イメージ 
・企業に居続けることへの安心感と信頼感 

60歳以上雇用比率
＋ 

高年齢層の中途採用を実施

雇用保障が強かったとしても、 
就業実現への確信が低下してしまう場合がある 

高年齢層の中途採用によっても

60歳以降雇用は促進されている

雇用継続の実現 

＋ 
＋ ＋ 

60歳代後半層の
雇用確保措置 



「第４章 在職老齢年金、高年齢雇用継続給付が企業の継続雇用者賃金決定に及ぼす影響」 

(浜田論文) 

(目的) 在職老齢年金、高年齢雇用継続給付に対して、企業が、高齢者がより低い賃金でも働

くようになることの反応を超えて賃金を引き下げているかどうかを分析。 

(主な分析結果) 

賃金関数の推計結果 

 
雇用需要関数の推定結果 

 
(主な結果)  

賃金に対する在職老齢年金、高年齢雇用継続給付の係数は、負で有意であるが、浜田(2008)

の労働供給における留保賃金に対する両者の係数と絶対値より有意に半分以下。雇用関数の

継続雇用率に対する賃金の係数は負ではあるが小さく、労働需要の賃金弾力性も小さく、浜

田(2008)の労働供給の賃金弾力性より大きいとはいえない。→企業が、在職老齢年金、高年

齢雇用継続給付に対して、高齢者がより低い賃金でも働くようになることへの反応を超えて、

賃金を引き下げているとはいえない。従って、在職老齢年金、高年齢雇用継続給付が企業に

よる賃金引下げによって相殺されてしまうことはなく、雇用補助金の効果があるといえる。 

　　　　　 変数 係数 t値 有意確率 変化幅
定数項 66.40 11.60 0.000
減額前年金 0.38 20.87 0.000
在職老齢年金 -0.38 -7.52 0.000 -0.146
高年齢雇用継続給付 -0.94 -9.45 0.000 -0.227
企業年金 -0.39 -4.63 0.000
60歳直前賃金 0.49 62.88 0.000
建設業 13.88 1.67 0.096
運輸業 18.79 2.00 0.045
卸売・小売業 -13.51 -2.02 0.044
金融・保険・不動産業 -55.99 -3.11 0.002
サービス業 2.39 0.30 0.764
その他産業 -2.88 -0.36 0.721
従業員規模 -0.01 -2.54 0.011
自由度調整済決定係数 0.885
サンプル数 1120

　　　　　 変数 係数 t値 弾力性
定数項 0.80375 4.64
賃金 -0.00001 -0.01 -0.001
減額前年金 -0.00041 -0.67
在職老齢年金 0.00040 0.27
高年齢雇用継続給付 0.00691 2.18
企業年金 -0.00352 -1.55
60歳直前賃金 0.00003 0.05
建設業 0.39915 1.55
運輸業 0.20690 0.75
卸売・小売業 0.02478 0.13
金融・保険・不動産業 -0.12730 -0.26
サービス業 0.12607 0.55
その他産業 0.02990 0.13
従業員規模 -0.00002 -0.45
サンプル数 1120



「第５章  65歳より先の継続雇用に向けた企業の取組み」(藤本論文) 

(目的) 65歳より先の雇用確保に向けた企業の動き、雇用確保を進める・進めようとしない企

業の意図、雇用確保措置の内容・実績について、明らかにした。 

(主な分析結果) 

65歳より先の雇用確保措置に向けての企業の取組み 

 

 

65歳より先の雇用確保措置を進める理由(複数回答) 

 
65歳より先の雇用確保措置を実施・検討しない理由(複数回答) 

 

3.1

4.6

10.0

18.4

30.0

62.4

69.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

その他

無回答

公的年金の支給開始年齢が引き上げられることが予想されるから

今後、若年層を確保するのが難しくなるから

高齢者の雇用機会確保が社会的な要請となっているから

戦力となる高齢者を積極的に活用する必要があるから

高齢者でも十分に働くことができるから

11.3

7.0

4.5

11.5

12.0

21.7

26.5

30.5

38.9

48.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

無回答

その他

現行の評価処遇制度や賃金制度の大幅な改定を行うから

65歳以降の労働者は生産性が大きく低下するから

人件費の増大が予想されるから

望んでいる従業員があまり多くないと思われるから

社内の新陳代謝が進まないから

65歳以降の労働者は健康・体力面での不安が増すから

個々の従業員の体力や能力に差があり一律に雇用・処遇
するのは難しい

65歳以上の雇用は差し迫った課題ではないと考えるから



65歳より先の雇用確保措置を実施する場合に必要となる取組み(複数回答) 

 
「65歳より先の雇用確保措置を実施している企業」の定年・継続雇用制度の状況 

 

65歳より先の雇用確保措置として実施を検討している内容（複数回答） 

 

24.6

1.7

5.0

6.2

8.1

19.4

26.0

31.8

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

無回答

その他

教育訓練の強化・充実

適職開拓の充実

設備や作業環境の整備

新たな勤務シフトの導入

継続雇用者の処遇改訂

特に必要な取組みはない

6.4

5.3

12.1

12.6

21.0

49.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

無回答

定年廃止

継続雇用制度の上限年齢の廃止

定年年齢の引き上げ

継続雇用制度の上限年齢の引き上げ

定年制度や継続雇用制度に関わる仕組み以外で企業の実情に
応じて働くことができる何らかの仕組み



実施されている継続雇用制度の内容 

 
継続雇用制度に基づいて雇用している従業員 

 

0.1 

70.2

29.8

0.0 

62.7

37.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

無回答 

希望者のうち、継続雇用制度対象 
者の基準に適合する者 

希望者全員 

65 歳以下を上限としない継続雇用制度
を実施している企業

継続雇用制度実施企業全体

 
継続雇用制度の対象者に関する基準に含まれている内容(複数回答) 

 

0.8

10.1

7.3

81.9

1.1

21.6

13.7

63.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

無回答

再雇用制度と勤務延長制度を設けている

勤務延長制度のみを設けている

再雇用制度のみを設けている

65歳以下を上限としない継
続雇用制度を実施している
企業

継続雇用制度実施企業全体

0.2

5.0

7.3

4.0

3.4

50.4

16.0

15.2

30.9

53.2

30.2

91.1

66.5

90.2

0.4

3.1

9.6

1.7

2.6

40.6

18.3

20.5

35.8

58.5

44.1

89.1

66.4

89.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

無回答

その他

特定健康診査の結果

定年到達時の社内における格付け

定年到達前についていた役職

一定の業績評価

他の社員を指導・教育できること

専門的な資格をもっていること

熟練や経験による技能・技術をもっていること

会社が提示する職務内容に合意できること

現職を継続できること

健康上支障がないこと

出勤率、勤務態度

働く意思・意欲があること

65歳以下を上限としない継続雇用制
度を実施している企業
継続雇用制度実施企業全体



継続雇用後の雇用形態(複数回答) 

 

65歳より先の雇用確保の仕組みと65歳以上の従業員の在籍状況 

 

18.9

11.2

47.7

22.2

14.4

7.4

59.5

18.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

無回答、不明 

正社員、非正社員ともに在籍せず 

正社員または非正社員のいずれかが在籍 

正社員、非正社員ともに在籍 

65歳以下を上限としない継続雇用制度を実施65歳以下を上限とする継続雇用制度を実施 
 

(主な結果) 

・65歳より先の継続雇用は、企業側の動機に主に導かれて実施されており、こうした動機は

実際に自社にいる戦力となる高齢者の存在により裏付けられているのではないかと推測。 

・65歳より先の継続雇用を実施する企業の中では、定年制度や継続雇用制度において雇用の

上限年齢が 65歳以下に定められているにもかかわらず、65歳から先の継続雇用を実施して

いるところが多数。定年制度や継続雇用制度とは別に、65歳を超えた従業員の状況に即して

特例として雇用確保を行っている企業が多いと推測。今後 65歳より先の継続雇用の実施検

討企業の意向からも、こうした状況は今しばらく続くものと見られる。 

・65歳より先の継続雇用を実施している企業の継続雇用制度は、勤務延長制度の活用度が高

い、希望者全員を対象にする傾向がより強く、基準内容は現職の継続をより重視、業績評価

の割合はやや弱い。継続雇用後の雇用・就業形態としてより多くの形態が活用。 

・65歳以上の従業員の在籍状況は、65歳より先の雇用確保措置の取組み状況で大きく変わ

るが、65歳より先の雇用確保措置をすでに実施企業の間では、雇用確保を実現する仕組みの

中身によってさほど目立った違いがあるわけではない。 

1.6

1.4

3.2

18.7

79.4

23.0

1.9

0.8

1.6

30.7

73.2

30.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

無回答

その他

関連会社の従業員

パート・アルバイト

嘱託・契約社員

正社員

65歳以下を上限としない継続
雇用制度を実施している企業

継続雇用制度実施企業全体



「第６章 継続雇用制度の導入は企業の評価につながるか」 

(山本論文) 

(目的)高齢者就労に関する企業側の目的を探り、高齢者就労に関する市場の動きを若干の考察。 

 

(主な分析結果) 

売上高の比較と’60歳を迎えた正社員を引き続き雇用する割合’の最も多い影響力の強い増加要

因 

 

 

(主な結果) 

・60代前半・フルタイム勤務の継続雇用者の処遇や 60歳以降も引き続き雇用された者の割

合と企業の業績とは無関係で改正高年齢者雇用安定法の遵守に業績は無関係といえるが、業

績が悪化した企業の場合は、「正社員の採用（新卒採用／中途採用）が難しくなったため」に

60歳を迎えた正社員を引き続き雇用するという回答が多い。コスト削減として、新規の採用

を控え、熟練した60歳代前半の者を再雇用等で継続的に雇用することで人手不足を解消し、

賃金も一定水準以下に抑えることが可能となる。これは諸刃の剣であり、企業の体質が変わ

りにくい、若手の雇用を奪うといった問題点が指摘できる。 

・雇用確保措置のうち継続雇用制度の選択が一番多い理由として、「労働生産性低下のリスク」、

「人件費増加のリスク」、「人事制度変更のリスク」が小さいことが考えられる。 

・PBO(退職給付債務)を考慮に入れた場合、高齢者雇用によって債務が確定しにくいという

問題点は残される。特に、厚生年金基金や確定給付企業年金の場合はその確率が高くなる。

雇用か年金かという二者択一を迫られることになり、今後、企業年金の動向を見定めながら、

雇用と年金の双方に一層留意した仕組みの検討が望まれる。 

 

 


